
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
四
年
八
月
二
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
民
か
ら
の
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
現
状
に
お
い
て
市
町
村
の
回
収
が
そ
の
大
半
を
占
め
る

こ
と
か
ら
、
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
た
回
収
体
制
の
構
築
の
た
め
、
国
は
制
度
の
立
ち
上
げ
時
等
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ

と
。

二
、
認
定
事
業
者
等
の
情
報
の
公
開
な
ど
制
度
全
体
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
収

集
運
搬
に
当
た
っ
て
違
法
、
脱
法
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
本
法
及
び
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
き
、
国
及
び
地

方
公
共
団
体
が
連
携
し
て
認
定
事
業
者
及
び
認
定
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
に
対
し
て
適
切
な
指
導
監
督
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

三
、
地
域
に
根
付
い
た
回
収
業
者
の
有
効
活
用
を
図
る
な
ど
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
資
す

る
諸
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。

四
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
は
、
多
数
の
市
町
村
の
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
制
度
の
趣
旨
や
望
ま
し
い
再
資
源
化
の
在
り
方
を
明
確
に
示
し
た
上
で
十
分
に
周
知
を
図
り
、
地
域
の
偏
り
の
な
い

よ
う
に
市
町
村
の
参
加
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
金
属
市
況
の
影
響
等
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
が
中
断
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
都
市
鉱
山
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
採
算
性

確
保
の
観
点
か
ら
も
、
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
十
分
に
検
討
を
行
う
こ
と
。

六
、
回
収
量
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
適
正
な
排
出
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
の
内
容
や

必
要
性
に
つ
い
て
国
民
に
十
分
な
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
適
正
な
排
出
を
促
す
た
め
、
市
町
村
が
回
収
し
た
使
用

済
小
型
電
子
機
器
等
の
引
渡
先
で
あ
る
認
定
事
業
者
や
処
理
状
況
の
見
え
る
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
が
安
心
し
て
排
出



で
き
る
よ
う
、
個
人
情
報
の
保
護
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と
。

七
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
有
害
な
物
質
の
環
境
経
由
の
暴
露
や
労
働
者
へ
の
暴
露
を
防
止
す
る
た
め
、
認
定

事
業
者
に
よ
る
適
切
な
環
境
対
策
等
を
講
ず
る
こ
と
。

八
、
小
型
電
子
機
器
等
の
製
造
業
者
に
対
し
て
は
、
環
境
配
慮
設
計
や
再
資
源
化
さ
れ
た
資
源
の
積
極
的
利
用
の
推
進
を
図
る

と
と
も
に
、
よ
り
環
境
負
荷
の
少
な
い
代
替
材
料
開
発
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
小
型
電
子
機
器
等
に
含
ま
れ
る
鉱
種
等

に
係
る
情
報
の
関
係
者
に
よ
る
共
有
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

九
、
効
果
的
な
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
現
す
る
た
め
、
本
法
と
資
源
有
効
利
用
促
進
法
に
お
け
る
リ
サ
イ
ク
ル
や
携
帯
電
話
等
の
既

存
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
取
組
と
の
連
携
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
レ
ア
メ
タ
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
は
開
発
途
上
の
も
の
が
多

い
こ
と
か
ら
、
技
術
開
発
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
幅
広
い
再
資
源
化
を
実
現
す
る
た
め
、
そ
の
技
術
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

十
、
廃
棄
物
等
の
リ
サ
イ
ク
ル
・
処
理
を
担
う
静
脈
産
業
は
、
循
環
型
社
会
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
環
境

配
慮
を
通
じ
た
成
長
に
も
つ
な
が
る
よ
う
、
金
融
支
援
も
含
め
、
静
脈
産
業
育
成
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

十
一
、
ア
ジ
ア
を
始
め
と
す
る
海
外
に
お
け
る
不
適
正
な
処
理
を
防
止
す
る
た
め
、
バ
ー
ゼ
ル
法
や
廃
棄
物
処
理
法
の
適
正
な

運
用
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
不
用
品
回
収
業
者
対
策
に
つ
い
て
も
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
海
外
に
お
け
る
環
境
保
全

や
資
源
循
環
確
保
の
た
め
、
ア
ジ
ア
３
Ｒ
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
日
中
韓
三
カ
国
環
境
大
臣
会
合
な
ど
を
通
じ
て
、
我
が
国
の

リ
サ
イ
ク
ル
制
度
や
技
術
の
国
際
的
展
開
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
で
は
適
正
に
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
い
が
我
が
国
で
は
リ

サ
イ
ク
ル
可
能
な
も
の
は
輸
入
を
促
進
す
る
な
ど
、
制
度
の
充
実
や
技
術
の
向
上
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


